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２ はじめに

この「手引」は、令和９年（2027年）に宮崎県で開催される第81回国民スポーツ

大会及び第26回全国障害者スポーツ大会（日本のひなた宮崎国スポ・障スポ）にお

けるマスコット等の使用に関する基本ルールをまとめたものです。

マスコット等を使用する場合は、国・地方公共団体等が使用する場合を除き、原則

として事前に申請が必要です。

デザインの色指定や使用のルール等に留意し、広く御活用ください。

※ この手引における用語の定義は、以下のとおりです。

「大会」 … 第81回国民スポーツ大会及び第26回全国障害者スポーツ大会

「県準備委員会」… 第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会宮崎

県準備委員会

「マスコット等」… 県準備委員会が定める大会マスコット及び愛称・スローガンそ

の他の規定書体

３ 使用目的

マスコット等は、以下に掲げる公共目的による使用の場合に限り、無償で使用する

ことができます。

（１）資料又は無償で交付される記念品等についての使用であって、スポーツ活動又

は大会の開催に寄与すると認められるとき。

（２）出版物についての使用であって、スポーツの歴史や記録などスポーツ及び大会

に関する啓発内容を掲載すると認められるとき。

（３）一般へのスポーツ又は大会に対する理解や普及を図るため、その普及資料等を

展示するものと認められるとき。

（４）県準備委員会からの広報啓発活動への協力依頼に基づき使用するとき。

（５）その他県準備委員会がスポーツ活動及び大会開催に寄与すると認めるとき。

＜主な使用例＞

■ 国、市町村など

〇 広報誌に掲載したい

〇 大会のＰＲ看板、のぼり旗をつくりたい

〇 啓発グッズをつくりたい（無償配布するものに限る）
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■ スポーツ（体育）協会、競技団体など

〇 スポーツ大会のプログラムや機関誌に掲載したい

〇 チームのＴシャツをつくりたい

■ 学校など

〇 校内行事のプログラムに掲載したい

〇 運動会の旗にマスコットを入れたい

■ 民間企業

〇 社内報に掲載したい（外部へ配布せず、企業の販売促進につながらないも

の）

■ その他

〇 有志で組んでいるチームのユニフォームにマスコットを入れたい

４ 使用許可申請

マスコット等を公共目的により使用する場合は、あらかじめ「大会マスコット等公

共目的使用許可申請書」に必要事項を記入の上、県準備委員会へ提出してください。

なお、次にいずれかに該当する場合は、申請の必要はありません。

（１）大会の開催のために市町村が設置する実行（準備）委員会が使用するとき。

（２）国、地方公共団体、公益財団法人宮崎県スポーツ協会、宮崎県障がい者スポー

ツ協会、宮崎県内の市町村体育（スポーツ）協会及びこれらに加盟する競技団体

が使用するとき。

（３）大会において、デモンストレーションスポーツ又はオープン競技を実施する団

体が使用するとき。

（４）保育所又は学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に掲げる学校及び就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18

年法律第77号）第３条による認定こども園が使用するとき。

（５）県準備委員会の構成団体が使用するとき。

（６）報道機関が報道または広報の目的で使用するとき。

（７）その他県準備委員会が特に認めるとき。

※ 使用許可を受けた後に使用内容を変更する場合は 「大会マスコット等使用内容変、

更申請書」をご提出ください。

５ 使用報告

マスコット等を使用した場合は 「大会マスコット等公共目的使用報告書」を、各、

年度終了後又は使用期間終了後30日以内のいずれか早い期日までに県準備委員会へ

提出してください。

使用許可申請が必要ない場合でも、上記（６）の場合を除き、報告書の提出が必要

です。
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６ デザインの色指定

【マスコットキャラクター】
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【マスコットキャラクター（単体 】）
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【愛称・スローガン、開催年、正式名称】
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【愛称・スローガン、開催年、正式名称（単体 】）
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７ デザイン使用のルール

マスコット等のデザインは、大会のイメージを統一した形で皆様に伝えるため、そ

れぞれの大きさやレイアウト、色には特定の規則性を持たせています。

誤った使い方にならないように、次の点に注意して使用してください。

使用方法について不明な点がある場合は、県準備委員会へ御相談ください。

■ 書体・字間・色を変えない

■ 書体を分断しない

■ 縦横の比率やバランスを変えない

■ 書き加えない、他のものを重ねない、取り除かない、反転させない

応援よろしく！！
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８ 注意事項

使用目的が以下の項目に該当する場合は、使用をお断りすること、または使用許可

を取り消すことがありますので御注意ください。

（１）スポーツ及び大会の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

（２）マスコット等を正しい使用方法に従って使用しないとき。

（３）自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあると

き。

（４）法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

（ ） 、 、 、５ 特定の個人 政党又は宗教団体を支援し 又は公認しているような誤解を与え

又は与えるおそれのあるとき。

（６）使用目的が明らかでないとき。

（７）その他県準備委員会が不適当と認めるとき。

９ Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 有志で組んでいるスポーツチームのユニフォーム（販売はしない）にマ

スコットデザイン等を使用できますか？

。Ａ１ 公共目的使用許可申請書を提出いただくことにより使用が可能となります

保護者会等で応援Ｔシャツをつくる場合にも同様の手続きが必要です。

Ｑ２ スポーツ活動に直接関係のない媒体で、マスコットデザイン等を使用で

きますか？

Ａ２ 使用者が大会の機運醸成に寄与したいとの思いで使用する場合には、原則

として媒体に制限はありません。詳細は個別に御相談ください。

Ｑ３ 商品パッケージや営業用チラシにマスコットデザイン等を使用できます

か？

Ａ３ 大会愛称・スローガン等を用いたデザインは、上記のような「商業目的」

による使用はできませんが、大会マスコット（みやざき犬）のみのデザイン

は 「みやざき犬使用ガイドライン」に基づく使用が可能な場合がありますの、

で、個別に御相談ください。

大会マスコットデザイン
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Ｑ４ マスコットデザイン等とあわせて、国民体育（スポーツ）大会

の標章（国体マーク等）のデザインを使用できますか？

国体マーク

Ａ４ 国体マークなどの公益財団法人日本スポーツ協会が定める標章の使用にあ

たっては、同協会の承認を得る必要があります。詳細は個別に御相談くださ

い。

Ｑ５ マスコットキャラクターのうち１体のみ、又は愛称のみといったデザイ

ンの使用はできますか？

Ａ５ 各デザインを単体で使用いただくことは可能です。

「６ デザインの色指定」及び「７ デザイン使用のルール」に基づいた

使用をお願いします。

Ｑ６ 今後、使用できるデザイン等の種類は増えるのですか？

Ａ６ 大会で実施される競技別デザインなど、今後、デザインの種類は増やして

いく予定です。

【お問合せ先・申請書等提出先】

第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会

宮崎県準備委員会事務局

〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目10番１号

（宮崎県総合政策部国民スポーツ大会準備課内）

電 話：0985-26-0019 ＦＡＸ：0985-24-1723

メール：kokuspo-jyunbi@pref.miyazaki.lg.jp


